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特別協定に係る在日米軍駐留経費負担の最近5カ年の支払日等

て

(1)4月稼働分が5月支払いとなる。
(2)労務費は、地区等により支給日が異なる。

2

光熱水料等

(概算交付日)

訓1練移転費

(概算交付日)

労務費

(給与支給 日)

平成15年 度 4月 18日 4月 18日 5月 9、12日

平成16年 度 4月 8日 4月 8日 5月 10、11、12日

平成17年 度 4月 7日 4月 7日 5月 10、 11、 ¬2日

平成18年度 4月 28日 5月 2日 5月 10、 11、 12日

平成19年 度 4月 1 0日 4月 10日 5月 10、11日

注 : 労務菅につい

出典 :防衛省作成資料



機 関 労 務 約

主     文

絆 4条  業務 の分担

防 |ll施設庁 と在 日十=の それ ぞれの業務 ・・範囲は I●■ とお りとす る

o 在 日米 ■は

(1)別 段の き意のない限 り 日本国の71令をさ守 して すべ 〔のi巨常の管理お よび監督上の権限 を行使 し か っ 責
l「を負 う。

■2脂 位ヽ:いよび■業員の数 種類及び責務を決定する.
(3,就職fL丼すの適否を,た する

,4,1コ1コのF.ltt r■l.・付けを決定する.
(=,就業記録を「持する.

(6,l●衛施設庁の負担する経費を言む′くイロールを作成する.
(a, 日本国のr_令に基づく適用ある誌■及び社会保険料
(b)勤 労オ財産形成促進法 (昭和 46年 ■■第 92号 )の ,tに 定めるところにより 従業員 と金融機関との「1で
締結 された契約に基づく預入すべき至頷 (以下 「コ ヽ金1と いう.,

(7,(業 員の配置 監督 管理及び訓線を行なう。
(=,lt用 昇任及び雇用の1旱昨を発議 し そl■ヽ 気 をとる。人事措置通知書は ,け属書 l(英 文叫属書 13)に 定め
るところにより 在 日米軍が人事措置 を終 了する前に正式なものとす るために防衛施設庁に提出されるもの とす
る.

(9,必要な場合には 労働組合又は従業員団体と協議を行 う手続をとる
(10)必要な人事記録を保持する

(11)給与規 ■
‐
 語手当規定及びそれ らの改定に関する提案を防衛lt設庁 と調整を行って検討する.

b 防衛施設庁は

11,こ tr協約の規定に基づき 話機関の要求に応 して 適格応募きを差 し向ける.
(2,lll属害 1(■ .r附風き 13)に 定めるところにより 在 日米軍の要求に基づき人事措置を正式なもの とす る./T
利益措置の場合には この手続は ltr月害 l(英 文

"鷹

書 13)に 定めるところにより 両当事者の協議の後にと
ら|しるものとする.

(3' この協 FIの規定に基づき諧機関に勤務する従業員に関する争訟の当事者 となる.
(1)労 働組合又は従業員E llと交渉を行 う。この業務には 府属書 10(英 文附属暮4)の 規定による中央虔階おょ
0地 方,階 における■働協約の作成および締結を含むものとする。

(5'こ の協●に定めるところにより 従業員に給与の支払を行 う.
(6,給 与規定 誌手当規T~及びそれ らの改定にFr3する提案を在 日米軍と調整 を行つて検討する.
(7)社 会保障 保健 医療及llその他従業員の福利の給●が日本国のよ令に従つて 又はこの協約における合意によ

り行われるよう若置するとともに こオlらのI.‐付のための経費を負担する.
(3)日 本国tr法令の要求するところにより 語報告及てヽ必要な中請書を日本国或府の関係機関に提出→ る.

∞ 出典 防衛省作成資料



光熱水料等及び訓練移転費に係る事務処理手続き

【防衛省】 【在日米軍司令部】

4

4i支払関係書類
の確認

5:負担額確定

1概 算交付(各四半期の当初)

2:支 払

3:支 払関係書類の送付

6:負 担額確定通知

7:返納(確定された負担額が概算交付額を下回つた場合は、

その差額を返納)

出りに:防衛省作成資料
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給 与 支 払 (特 別 調 達 資 金 )事 務 手 続 の 流 れ

④償還
在日米軍 諸機関 防衛施設庁

③
償
還
請
求

①
特
別
調
達
資
金

の
示
達

薔

関係都県・渉外労務管理事務所

②
給
与
支
払

8

出典 :防衛省作成資料
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¨ 注 :金額は 平成 lS年度実績額である.



特別調達資金における労務賣の請求額及び償還額(過去5年分、月毎)
(内訳及び年度末残高)

注,1 
・l数は 四捨玉人によってぃるので符合しないこと/・lある.

2わ Jは 単位未満を示す

3「 ―Jま ま当金螢のないことを示す

年度  | 内訳 4冑 6月 日 3月 9月 10月 1月 12月 月 2月 ]月 計

平成lo年 度

給 与
請求 3860 0 0 0 △ 0 0 0 △ 0 0 5211 5076 14 14

螢還 0747 0 0 0 114 0 0 0 5251 5031 1414^

退職手当 I J冒lL 319 つ1 7 15 3千

`螢
|= 145 9 ν

一　

“

6 131

旅 贅
議末 41 30 37 35 32 37 42:

II握 ,う ，
一
　

一

34 42 41

求人広告贅
:=求 1 0 1 1

2

償遺
1 1 2

計
:=求 4220

0,27

40 4: 41 52 531 5200 1521 平成18年度末残高

償通 38 27 3: 5309 5194 1520C 097千

出典:防衛省作成資料
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結
付
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
装
備
品
な
ど
の
前
払
壼
額

奪出荷予定時期が経過していないもの

約2,冒79億 円

●出荷予定時期が経過したもの

調運品の納入が遅延しているもの

約345億 円

調達品0納 入がされたのに精算が
遅延してしヽるもの

約716億 円

合計 約3,239億 円*
恭端散処理のため1[、合計金額は一致しない。

こ0うち、精算されすに
2年以上経過した

装備品等の繭払書題は、

約 204億 円

出典 :防衛省作成資料 11



事業内容 財源 金 額

日本側の分担

司令部庁舎
教場
隊合
学校等生活関連施設

財政支出
(真水)

8  0億 ドル
(上限)

家族住宅 出資 15  0億 ドル

25 5億 ドル融資等 6. 31壼 ドル

効率化 4. 2億 ドル

基 地 内 イ ン フラ
(電力、上下水道、廃棄物処理)

融資等 7  4† まドル

計 60 9億 ドル

米国側の分担

ヘ リ発着場

通信施設

訓練支援施設
整備補給施設

燃料 ・弾薬保管施設
などの基地施設

財政支出
(真水)

3¬ . 81き ドル

道路 (高規格道路)
融資

又は真水
1 0 . 0億 ドル

計 4¬  8億 ドル

総  額 102 7億 ドル

グアム移転経費の内訳

※ 1 金額やスキームについては、今後変更があり得る。
※ 2 日本側の金額は総額に占める割合でコミットしたのではなく、施設やインフラの所要に基づき経費を分担するもの。

経費については、今後、さらに事務的に精査される。このため、財政支出 (真水)は 上限としている。
※3 家族住宅は、 「効率化」の4 2億 ドルにより、実質的には25 5億 ドルから21 3億 ドルに減額。
※ 4 出資や融資等は、米国が支払う家賃や使用料により将来回収される。

出典 :方術省作成資料
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NEW SINGLE FAMILY SUBDIVIS10NS

PRO」 ECT TOTAL NUMBER OF UNI「 S REPORTED ASKING PRICES $/UNIT

PARADISE ESTATES S179,000-$199,000
IRONW00D ESTATES RENttAL ONLY

IRONWOoD MANOR RENttAL ONLY

LA PATICIA ESTATES S250,000

TALO VERDE ESTATES
$600,000-$900,000(PRE口 MINARY)

ARTS GUAM GoLF RESORTs $400,000-$650,000

VILLA CARMEN $370,000-$465,000

2005

ERIIttEOIA鴎[

,1/o

17%

1311o

1801o012107

出 典   GUMA REAL ESTATEINVESTOR'S GUIDE(CAPTAIN REALITY ADVISORS)
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進入灯 約920m

進入灯
430m

び

び

約 1 60ha

t護岸部分を含む)

.・

11

Ⅲ

出典 :防衛省作成rD‐料
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日 米 合 同

一
員 会 組 織 図

()内 設置年月 日

(平成 19年 10月 現在 )

(昭35023)

艤
一棚
一は

1表 (昭3502鋤

地方熟力局

官房審議官

浩地方麟力局次長
(昭35620

盤局長

漱務省大臣官房審議官 (昭 35623)

(昭35623)

(昭35623)

官
(昭35620

(昭35623)

水注″清政割長

議長 国1交通省港湾局長

回1交通

農II″産省経営局長

議員 防衛省地方協力同地方調整課長
衛省地方協力局

議長 防衛省地方協力局提供施設需長

省地方協力局

防衛省地方協力局》欄調整官

議長 外務省11米局日米地位面定皇補佐

(昭35023)

法沐省大

:務省刑事局総第

代表 外務省北米局長

代表代理

法務省大臣官房長

農林水産省経営局長

防衛省地方協力局長

外務省北米局参事官

財務省大巨官房参事官

代表 在 日米軍司令部副司令官
代表代理

在 日米大使館公使

在 日米軍司令部第二部長

在 日米陸軍司令部参課長

在 日米空軍司令部

扇1司令官

在 日米海軍司令部参謀長

在 日米海兵隊基地司令部

参謀長

浜

代表

代表

業省貿易経済協力局長

代表 外務省lt米局参事官

(昭8662卸

(昭35623)

国1交通省航空局管制保矢部長
(昭35623)

代表 防衛省地方協力局地方協力企画課F・

防衛省地方協力局労務管理課長

(昭35623)

(昭3891の

(昭3812初

(昭4191)

1昭471018)

(昭51114)

(平7925)

(平841)

長

防衛省地方協力局地方協力企慟課長

(平14112つ

(昭53629)

代表 外務省北ネ局

代表防衛省地方協力局地方協力

代表 外務省lt米局日米地1協定

代表 外務省北米局参事官

(平9820)

(平16914)

(平13620,

代表 外務省lιホ局日米安全保韓条ll課長

防衛省肪鶴月防衛政策課長

Ｐ
¨
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